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「自らの命は自らが守る」意識が大切です

自然災害に備える
　８月から９月にかけては、１年で最も台風の発生・接近・上陸が多くな

る時季です。

　台風が接近し、災害の起こる恐れがある場合には気象庁から警報や気象

情報が発表され、さらに重大な災害が起こる可能性が非常に高まった場合

災害に
強い
まちづくり

には特別警報が発表されます。

　台風から離れた場所でも、台風の接近に伴い大雨となる場合があることや、暴風が吹き始

めると、避難行動自体ができなくなる恐れがあることなどを踏まえ、テレビやラジオ、気象

庁のホームページなどで常に最新の気象情報をチェックして台風に備えてください。

　また、新型コロナウイルス感染症が収束していない中でも、災害時には、危険な場所にい

る人は避難することが原則です。次の５つのポイントを押さえ、被害にあわないよう、「自ら

の命は自らが守る」意識を持ちましょう。

感染症拡大時に災害が発生した場合に

知っておくべき５つのポイント
●避難とは「難」を「避」けること。
　安全な場所にいる人まで避難場所に
　行く必要はありません。

●避難先は、町が指定する避難所（次
　ページを参照）だけではありません。
　安全な親戚・知人宅に避難すること
　も考えてみましょう。

●マスク・消毒液・体温計が不足する場合があります。
　できるだけ自ら携行してください。

●町が指定する避難場所、避難所が変更・増設されてい
　る場合があります。災害時には町ホームページ等で確
　認してください。

●豪雨時の屋外の移動は車も含め危険
　です。
　やむをえず車中泊をする場合は、浸
　水しないよう周囲の状況等を十分確
　認してください。
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▼避難場所▼
避難場所は、緊急避難のための指定緊急避難場所と収容避難のための指定避難所があ
ります。避難する際には、お年寄り、子ども、傷病者を優先的に避難させ、また家族
が離れている時の集合場所や安全の確認ができる方法も決めておきましょう。

指定緊急避難場所（一時避難場所）指定避難所

※避難地区はあくまでも目安です。緊急時は現在地から
一番近い避難場所へ避難しましょう。

名　　称 収容可
能人員

避難
地区 住　　所

 秩父別町営陸上競技場 5,500
日の出
筑紫 ２条１丁目

 協栄公園 1,000 東栄 ５条１丁目

 秩父別小学校
 グラウンド

6,100
北新
中央西 ２条２丁目

 屯田公園 1,000
南
屯田 ２条４丁目

 フロンティアパーク 1,000 北新 ３条３丁目

 百年記念西公園 1,600 西栄 ３条８丁目

 秩父別中学校
 グラウンド

8,800
中央東
旭
駅前

２条１丁目

名　　称
収容可
能人員

避難地区 住　　所

 日の出コミュニティ会館 110 日の出 南１条東１丁目

 東栄コミュニティ会館 60 東栄 ５条１丁目

 南コミュニティ会館 60 南 １条５丁目

 屯田コミュニティ会館 60 屯田 ２条４丁目

 北新コミュニティ会館 80 北新 ６条３丁目

 西栄コミュニティ会館 60 西栄 ２条８丁目

 筑紫コミュニティ会館 30 筑紫 ２条１丁目

 秩父別小学校 810 中央西 ２条２丁目

 秩父別中学校 640 中央東・旭 ２条２丁目

 老人福祉センター 190 全町内 ２条２丁目

 交流会館 90 駅前 ２条１丁目

 ファミリースポーツ
 センター

1,440 全町内 ２条１丁目

 生涯学習センター
 生き活き館

786 全町内 ２条２丁目

 秩父別温泉
 ちっぷ・ゆう＆ゆ 292 全町内 ２条１丁目

　台風の元になる熱帯低気圧はフィリピンの東の海上で生まれ、温かい海からエネルギーを

もらって発達し、最大風速が 17.2m/s 以上になったものが台風と呼ばれます。

　台風は強い風や大雨を伴いながら北上し、北海道付近まで北上した台風は北の寒気と混ざ

り合うことで温帯低気圧に変化し、再発達して風や雨が強まることがあります。

　台風や温帯低気圧による災害から命を守るため、以下のことにご留意ください。

これからの季節は台風に備えましょう

１．秩父別町防災マップで指定された避難所や緊急避難場

　所などの避難経路を確認し、携帯電話が使用できない場

　合の連絡方法について家族で確認しておきましょう。

２．水や非常食、常備薬、懐中電灯、ラジオなどの非常用

　品を家族がわかる場所に保管し、貴重品もまとめてすぐ

　に持ち出せるようにしましょう。

３．テレビやラジオ、気象庁のホームページなどで常に最

　新の気象情報をチェックして災害に備えましょう。

４．町から発令される避難情報のほか、気象庁の危険度分

　布などを参考に、危険を感じたら速やかに、身の安全を

　確保する行動をとりましょう。
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